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労働保険の手続きは「紙」より「電子」をおすすめします！ 
～ 「電子申請体験コーナー」を開設します ～ 

 

鳥取労働局では事業主の皆様に、年度更新など労働保険に関する各種手続きの「電子申請」

を推奨しています。そうした中で、ご利用をこれから検討される、あるいはご利用へのため

らいの声をいただいています。 

そこで、電子申請の利便性をまずは、皆様に体験いただくために、このたび、「電子申請

体験コーナー」を設けることといたしました。 

 

【電子申請をおすすめする理由】 

1 ご自宅やオフィスから 24 時間いつでも申請や届出。 

2 総務の業務改善・コスト削減に。〔待ち時間・移動時間、手続き所要期間の短縮など〕 

3 コロナ禍でも安心の手続き。〔非接触型で手続きが完了〕 

 

 

【体験コーナーの概要】 

場  所：鳥取労働局の庁舎内 3 階（鳥取市富安 2-89-9） 

開  設：令和 4 年 5 月 12 日（木）より（常設） 

利用方法：事前に電話連絡をいただけますと、よりスムーズです 

（TEL：0857-29-1702 鳥取労働局労働保険徴収室あて） 

 

【電子申請が可能な手続き（例）】 

●「労働保険」関連では･･･ 

年度更新申告書 / 概算保険料の申告（継続） / 労働保険一括有期事業報告書 / 

労働保険保険関係成立届 / 労働保険名称、所在地等変更届 / 労働保険料／一般拠

出金還付請求書 

 

●「労災保険特別加入」関連では･･･ 

特別加入に関する変更届（中小事業主等及び一人親方等）/ 特別加入に関する変更届 

（海外派遣者）/ 特別加入の申請 / 特別加入の脱退の申請 / 給付基礎日額の変 

更申請 

 

                     











 


